
平成３０年 ６月１４日 

長与町議会  

議長 内 村  博 法 

研修報告書 

長与町議会議員研修要綱第７条の2の規定により、次のとおり公表します。 

１.研修名（主催者） 平成３０年度町村議会議長・副議長研修会 

主催：全国町村議会議長会 

《研修テーマ・講師》 

①第１部「町村議会議員の議員報酬等のあり方 中間報告（全国町村議会議長会）」 

第２部「町村議会のあり方に関する研究会報告書（総務省）」 

講師：山梨学院大学大学院研究科長・法学部教授 江藤 俊昭氏 

②町村議会特別表彰「議会の権能の使い道と議会の立ち位置の有効活用 

    ～小さな町議会の小さな挑戦」 

講師：長崎県小値賀町議会議長 立石 隆教氏 

③町村議会特別表彰「住民に向き合った議会運営と広報紙づくりを実践」 

講師：福岡県大刀洗町議会議長 山内 剛氏 

④町村議会特別表彰「議会活性化への取り組み 

    ～住民から期待される議会を目指して～ 

講師：徳島県那賀町議会議長 古野 司氏 

   徳島県那賀町議会 議会改革調査特別委員会委員長 柏木 岳氏 

２.研 修 日 時     平成３０年５月２８日 

３.研 修 先     東京都千代田区 東京国際フォーラム 

４.研 修 目 的     議員の資質向上及び議会の活性化のため 

５.研修参加者     内村博法議長、山口憲一郎副議長 

６.所 見     別紙のとおり 



【 内村議長 】 

１．「町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会 中間報告（全国町村議会議長

会）」について                  （山梨学院大学院 江藤教授） 

本検討会は、議員への立候補者が激減し、無投票当選が増加するなど、議員のなり

手不足が問題となっており、その原因のひとつが低額な議員報酬であると考えられる

ことから、改めて議会・議員活動の実態を検証するとともに、現在の町村議会議員に

相応しい議員報酬等のあり方を検討することになり、平成２９年 4 月に全国町村議

会議長会に設置されたものである。今回その中間報告が検討委員会の江藤委員長から

発表された。特筆すべき内容としては次のとおりである。 

（1）「議員報酬等」には報酬だけでなく議員定数や政務活動費等も検討の対象にし

ているとのことである。今回の中間報告の発表は報酬が中心であった。 

（２）報酬の算定については①原価（積算）方式②比較方式③収益方式があるが、

住民に説明しやすい①の原価（積算）方式がベターと思われる。ただし、この原価

方式は議員の活動範囲の明確化など課題があるため、これを改めて整理する必要が

あるとのことである。 

本町においても「長与町議会議員報酬に関する調査特別委員会」で江藤教授の講演

を依頼し、実際に全国町村議会議長会が平成５３年に取りまとめた「議員報酬のあり

方について」の基準に従って、議員活動の実態調査を実施し、調査特別委員会報告書

としてまとめた経緯があり、今回の研修は大変参考になった。 

なお、本委員会の最終報告は来年3月頃予定。 

２．「町村議会のあり方に関する研究会報告書（総務省）」 

（山梨学院大学院 江藤教授） 

高知県大川村（人口４００人、議員定数６人 議員報酬147,000 円／月）の和田

村長が議員のなり手不足から村議会を廃止し、有権者が予算などの議案を直接審議す

る「村総会」の設置検討を表明。これを契機に、総務省は小規模市町村の議員のなり

手不足を話し合う有識者研究会を設置し、報告書をまとめた。この報告書について江

藤教授より説明あった 

（１） 報告書の概要（詳細別紙１のとおり） 

現行の議会維持の他に、①少数の専業議員で議会をつくり、住民も審議に加わる

「集中専門型」とし、議員数を現在より減らし、生活を保障する十分な報酬を支給

することを想定 ②別に本業を持つ議員が休日や夜間を中心に議会を開く「多数参

画型」とし、兼業・兼職制限を緩和して議員のなり手を増やす一方、報酬を抑えて

権限は限定する。の２タイプ新しい議会制度を選ぶことができる。 

（２） 上記報告書に対する批判 

この報告書については各方面から批判が多く寄せられており、全国町村議会議長

会も意見書を別紙２の通り提出している状況にある。今後、議論の推移を注視して

いく必要がある。 



 ３．「議会の権能の使い道と議会の立ち位置の有効活用～小さな町議会の小さな挑

戦～」について              （長崎県小値賀町議会、議員定数8名） 

昨年度、町村議会特別表彰を受けた議会で、今回、「議会の権能の使い道と議会の立

ち位置の有効活用」のテーマで説明を受けた。小値賀町議会は早稲田大学マニュフェ

スト研究所の議会改革度評価において、これまで、大変高く評価されている議会で、

他自治体からも多くの視察があっている。 

同議会は議会改革の方針として①能動的に行動する議会へ②町民と共に歩む議会

へ③政策を提言する議会への３つを挙げている。この方針に沿って多岐に亘って取り

組んでおられた。主要なものとして①出前議会、議会と語ろう会、あおぞら座談会②

議会モニターの設置（現在５人）③子ども議会や中学生議会の開催④模擬公聴会、夜

間議会⑤議員報酬特例条例⑥通年議会の導入などである。同町の積極的な議会改革の

取り組みは大変参考になった。 

４．「住民に向き合った議会運営と広報紙づくりを実践」について 

（福岡県大刀洗町議会） 

昨年度、町村議会特別表彰を受けた議会で、今回、「住民に向き合った議会運営と広

報紙づくりを実践」のテーマで説明を受けた。大刀洗町は人口約１万５千人で、議員

定数１２名である。発表内容は本町で実施されている内容とほぼ同様であったが、各

種団体との意見交換会は区長会、民生委員、PTA 役員、消防団など積極的に実施さ

れていた。 

５．「議会活性化への取り組み～住民から期待される議会を目指して～」について 

（徳島県那賀町議会） 

昨年度、町村議会特別表彰を受けた議会で、今回、「議会活性化への取り組み」のテ

ーマで説明を受けた。那賀町は人口約８千人で、議員定数１４名である。同町の特筆

すべき事項は①通年議会の導入②議会表彰の実施③各種条例の制定などであり、参考

になった。 

【 山口副議長 】 

１．「町村議会議員の議員報酬等のあり方 中間報告」の論点 

山梨学院大学法学部 江藤俊昭氏 

 目的 ・今日の議会改革・議員活動に適合する新たな報酬等の設定の考え方 ⇒ 

議員の報酬と定数は別の論理。 

    ・議員のなり手不足の解消の一つの手法 ⇒ 将来立候補し、議員活動が

しやすい条件 



  「町村議会のあり方に関する研究会報告書」 

    ・現行を残しつつも議会を「不可分のパッケージ」に押し込む画一性の是非 

    ・制度改革にあっては、現場からの提案を重視することの是非 

２．「議会の権能の使い道と議会の立ち位置の有効活用」～小さな町議会の小さな挑

戦～               長崎県小値賀町議会議長 立石隆教氏 

  議会の３つの基本方針 

   「能動的に行動する議会」形式的 → アクティブな議会へ 

   「住民と共に歩む議会」町民から遠い存在 → 町民参加の議会へ 

   「政策を提言する議会」議案待ち → 議会からも政策提言 

① 議員報酬特例条例 

限定的に５０歳以下 ⇒ 現行の月額１８万円 → ３０万円 

議員報酬特例条例を今年の定例３月会議において廃止 

３．「住民に向き合った議会運営と広報紙づくりを実践」  

福岡県大刀洗議会議長 山内 剛氏 

   ・議会報告会・・・参加住民の意見をより行政に反映できるよう、報告の時

間を大幅に削減し、意見交換の時間を拡大 ⇒ 班別意見交換 

   ・各種団体との意見交換会・・・申し込み増加 

４．「議会活性化への取り組み ～住民から期待される議会を目指して～」 

徳島県那賀町議会議会改革調査特別委員会委員長 柏木 岳氏 

   ・議員報酬（若者特例）検討・・・年齢３５歳以下であれば、任期中月額３

０万円とする案 →報酬等審議会に諮られ、反対意見の答申を受け断念。 

   ・議会アドバイザーの設置・・・専門的知識を習得するため 

   ・議員派遣等に関する要綱の制定・・・積極的な自己啓発のための研修や先

進地調査などを公費で支給 

【感想】 議会改革の全国的に進んでいる中で３自治体の取組について、非常に役に

たった。今後の議会の活性化のために参考にして、役立てて行きたい。 






